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平成３０年 ７月

　

２７ 日

都道府県医師会

　

介護保険担当理事

　　

殿

日本医師会常任理事

　

江 津

　

和 彦

平成３０ 年７月豪雨で被災した被保険者に係る利用料の負担等の取扱いについて （その６）

平成３０ 年７月豪雨で被災した被保険者に係る利用料の負担等の取扱いにつきましては、本

年７月１８日付（介７５）等にてご連絡させていただきましたが、今般、利用料の支払い免除等

を実施する市町村の情報に「島根県 邑智郡川本町」が追加されましたので、更新された利用

者向けリーフレットと併せ、 情報提供申し上げます。

つきましては、貴会におかれましても本内容をご了知いただき、郡市区医師会及び会員へ

ご周知賜りたくよろしくお願い申し上げます。

（添付資料）

・平成３０年７月豪雨による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて

（その６）
（平３０．７．２０

　

事務連絡

　

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室、介護保険計画課、高齢者支援

　

課、 振興課、 老人保健課）
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各 都道府県介護保険担当主管部（局） 御中

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室
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平成３０年７月豪雨による被災者に係る利用料等の

介護サービス事業所等における取扱いについて （その６）

　

平成３０年７月豪雨による災害発生に関し、 介護サービスに係る利用料の支払

いが困難な者の取扱いについて、 下記のとおりとしますので、 管内市町村、 介

護サービス事業所等に周知を図るようよろしくお願いします。
（平成３０年７月１７日付け事務連絡から、別紙を更新）

記

　

耳こ掲げる者については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に

関する基準 （平成１１年厚生省令第３７号） 第２０条第１項、 第４８条第１項、 第

６６条第１項、 第７８条第１項、 第８７条第１項、 第９６条第１項、 第１２７条第１

項、 第１４０条の６第１項、 第１４５条第１項、 第１５５条の５第１項、 第１８２条第

１項、 第 １９７条第１項及び第２１２条第１項、指定介護予防サービス等の事業の
人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効
果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３５号）第５０条第１
項、 第６９条第１項、 第８１条第１項、 第９０条第１項、 第１１８条の２第１項、 第

１３５条第１項、 第１５５条第１項、 第１９０条第１項、 第２０６条第１項、 第２３８条第

１項、 第 ２６９条第１項並びに第２８６条第１項、指定地域密着型サービスの事業
の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号）第３条の
１９第１項、 第２４条第１項、 第７１条第１項、 第９６条第１項、 第１１７条第１項、



第 １３６条第１項及び第１６１条第１項、 指定地域密着型介護予防サービスの事業

の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３６号）

第２２条第１項、 第５２条第１項及び第７６条第１項、 指定介護老人福祉施設の人

員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３９号）第９条第１項及び

第４１条第１項、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基

準 （平成１１年厚生省令第４０号） 第１１条第１項及び第４２条第１項、 健康保険

法等の一部を改正する法律 （平成１８年法律第８３号） 附則第１３０条の２第１項

の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人

員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第４１号）第１２条第１項及

び第４２条第１項、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平

成３０年厚生労働省令第５号）第１４条第１項及び第４６条第１項並びに介護保険

法施行規則 （平成１１年厚生省令第３６号） 第１４０条の６３の６の規定に基づき市

町村が定める基準の規定により利用料の支払いを受けることを、 ２に掲げる期

間猶予することができるものとする。

　

また、 介護保険法 （平成９年法律第１２３号） 第１１５条の４５第５項及び第１１５

条の４７第８項に規定する利用料については、 その具体的事項を市町村において

要綱等により定めることとしているが、これらについても、市町村において要綱

等を改正することで、 １に掲げる者について２に掲げる期間猶予することがで

きるものとする。

　

なお、介護保険施設等における食費・居住費については、自己負担分の支払い

を受ける必要がある。

１

　

対象者の要件

（１） 及び （２） のいずれにも該当する者であること。

（１）

　

平成３０年７月豪雨に係る災害救助法 （昭和２２年法律第１１８号） の適

　　

用市町村のうち、別紙に掲げる市町村の介護保険法（平成９年第１２３号）

　　

第９条の被保険者であること。
（２）

　

平成３０年７月豪雨により、 次のいずれかの申し立てをした者であるこ

　　

と。

　　　

①

　

住家の全半壊、 全半焼、 床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨

　　　

②

　

主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨

　　　

③

　

主たる生計維持者の行方が不明である旨

　　　

④

　

主たる生計維持者が業務を廃止し、 又は休止した旨



⑥

　

主たる生計維持者が失職し、 現在収入がない旨

２ 取扱いの期間

平成３０年１０月末までの介護サービス分

３

　

介護サ」ビス事業所等における確認及び介護報酬の請求等について

（１）

　

上記 １（２）の申し立てを行った者については、被保険者証等により、

　　

保険者が１（１）の市町村であることを確認するとともに、当該者の１（２）

　　

の申し立ての内容を利用者に関する書類に簡潔に記録しておくこと。

　　　

ただし、被保険者証等が提示できない場合には、氏名、住所、生年月日

　　

等を利用者に関する書類に記載しておくこと。
（２）

　

本事務連絡に基づき猶与した場合は、 利用料を含めて１０割を審査支払

　　

機関等へ請求すること。

　　　

また、請求の具体的な手続きについては、追って連絡する予定であるこ

　　

と。



別紙

実施市町村

（下線部が更粧部分）

都道府県 市町村

“

岐阜県

高山市

関市２

中津川市３

恵那市４

美濃加茂市５

可児市６

山県市７

飛騨市８

本巣市

　　　　　

．９

郡上市１０

下呂市１１

加茂郡坂祝町１２

加茂郡七宗町１３

加茂郡八百津町１４

加茂郡白川町１５

加茂郡東白川村１６

大野郡白川村１７

岐阜市１８

美濃市１９

加茂郡富加町２０

加茂郡川辺町２１

２２ 福知山市

舞鶴市２３

綾部市２４

宮津市２５

２２

２３

　　　　　

京都府
２４

２５



２６ 京丹後市

２７ 南丹市
２８ 船井郡京丹波町

２９ 与謝郡伊根町

３０ 与謝郡与謝野町

３１

兵庫県

豊岡市

３２ 篠山市
３３ 朝来市
３４ 宍粟市

３５ 赤穂郡上郡町

３６ 美方郡香美町

３７ 姫路市
３８ 西脇市

３９ 丹波市

４０ 多可郡多可町

４１ 佐用郡佐用町

４２ 養父市

４３ たつの市

４４ 神崎郡市川町

４５ 神崎郡神河町

４６

鳥取県

鳥取市

４７ 八頭郡若桜町

４８ 八頭郡智頭町

４９ 八頭郡八頭町

５０ 東伯郡三朝町

５１ 西伯郡南部町

５２ 西伯郡伯音町

５３ 日野郡日南町

５４ 日野郡日野町

５５ 日野郡江府町

５６
島根県

江津市

５７ 邑智郡川本町
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５８

岡山県

岡山市

倉敷市５９

玉野市６０

笠岡市６１

井原市６２

総社市６３

高梁市６４

新見市６５

瀬戸内市６６

赤磐市６７

真庭市６８

浅口市６９

都窪郡早島町７０

浅口郡里庄町７１

苫田郡鏡野町７２

英田郡西粟倉村７３

加賀郡吉備中央町７４

小田郡矢掛町７５

７６

広島県

広島市

呉市７７

竹原市７８

三原市７９

尾道市８０

福山市８１

府中市８２

東広島市８３

江田島市８４

安芸郡府中町８５

安芸郡海田町８６

安芸郡熊野町８７

安芸郡坂町８８

８９ 山口県 岩国市



９０

愛媛県

今治市

９１ 宇和島市
９２ 大洲市

９３ 西予市

９４ 北宇和郡松野町

９５ 北宇和郡鬼北町

９６

高知県

安芸市
９７ 香南市

９８ 長岡郡本山町

９９ 宿毛市

１００ 土佐清水市

１０１ 幡多郡三原村

１０２ 幡多郡大月町

１０３ 福岡県 飯塚市



平成３０年７月豪雨の被災者の皆様ヘ

　

ミ 発 坐労罷保険証や現金がなくても

　

脚鰯…て

方で・

医療機関等を受診できます
○

　

災害救助法の適用市町村の住民の方で・、適用市町村の国民健康
保険．介護保険、適用市町村が所在する府県の後期高齢者医療、協
会もナんぽ（以下の「対象保険者」に記載の保険者）に加入してし、る場合、
次の①～⑤のいずれかに該当する方は、医療機関、介護サービス事業
所等の窓口でその旨をご申告いただくことで、医療保険の窓口負担や介
護保険の利用料につし、て支払いが不要となります。

　

（平成３０年１０月末まで）
①

　

住家の全半壊、 全半焼、 床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方

　

※

　

催災証明書の提示は必要ありませんので、 窓口で口頭で申告して〈ださい。
②

　

主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
③

　

主たる生計維持者の行方が不明である方
④

　

主たる生計維持者が業務を廃止、 又は休止された方
⑤

　

主たる生計維持者が失職し、 現在収入がない方

対象保険者

［島根県］
江津市

　

邑智郡川本町

　

島根県後期高齢者医療広域連合 全国健康保険協会

（上記以外に、一部の健保組合・国保組合についても免除される場合があります。詳細は各組合にお問い合わせくださ
　　　

※

　

この免除を受けるには、 上記の①～⑤のいずれかに該当する必要があることから、 医
療機関等の窓口でご申告いただいた内容について、 後日、 ご加入の保険者から、 確認
が行われることがあります。

※ 上記の医療保険・介護保険の加入者であれば、 府県外の医療機関等を受診、 介護サー
ビスを利用された場合にも支払いを求められることはありません。

※

　

なお、 入院・入所時の食費・居住費などはお支払いいただく必要があります。
※ 上記以外の保険者については、 医療保険の窓口負担や介護保険の利用料を支払ってい
ただく必要がありますが、一定期間は支払いが猶予される可能性があります。詳細は
各保険者にお問い合わせください。

○

　

なお、被災者の皆様は、保険証なしで・も医療機関等を受診、介護サー

　

ビスを利用できます。

○

　

この器口蔓週の取譲｛し、につし、て、ご扉頭阪南豚濁五ぼ▼ご範囲入
磐雪副陰き罰鑑識罰思鮪金屋虹コヒー誌塾Ａ

　　　　　　　　　　　　　　

」


